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幼保連携型認定こども園の認可について

１ 概要：
次の２園について、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（認定こども園法）に基づき、市⻑が

幼保連携型認定こども園の認可を行うに当たって、当分科会の意見を伺うもの。

№ 項目 １ ２

１ 新施設名称
（現行名称）

さとがおかキンダーカーデン
（郷ヶ丘幼稚園）

松の実こども園
（平第二幼稚園）

２ 認可申請日 30.12.28 30.12.28

３ 認可予定日 31.4.1 31.4.1

４ 施設類型 幼保連携型 幼保連携型

５
認可・利用定員
（１~３号）
/現利用定員（人）

116/（新規） 219/（新規）

６ 法人名 学校法人 エービーシー学苑 学校法人 志賀学園

７ 代表者（理事⻑）名 前山 成子 志賀 達生

８ 施設⻑（園⻑）名 同上 小泉 真美

９ 施設所在地 郷ヶ丘 3-18-3 常磐松久須根町内田 1-1

10 現・施設類型 幼稚園（旧制度） 幼稚園（旧制度）

11 施設整備補助 有り（改築） 有り（増築）

12 整備竣工月 31.2 31.2

13 認可基準（市条例）※の適
否 適：別紙参照 適：別紙参照

14 新類型認可定員/
現行類型認可定員（人）

116（認こ）/120（幼稚園） 219（認こ）/180（幼稚園）

※市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例等

資料１－５
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市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例
（平成26年いわき市条例第32号）等

市社会福祉審議会条例（平成12年いわき市条例第９号）
（専門分科会）
第６条 １〜５ （略）
６ 児童福祉専門分科会は、法第12条第２項の規定により読み替えて適用される法第11条第１項の規定
により児童福祉に関する事項を調査審議するほか、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第
77条第１項各号に掲げる事務を処理し、並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供
の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第17条第３項、第21条第２項及び第22条第２項の規定
によりその権限に属させられた事項を調査審議する。

業務停止命令 認可取消

２ 今後の流れ：（「法」とは認定こども園法をいう。）

（参考）

●法令抜粋

【就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）（抄）】
（設置者）
第12条 幼保連携型認定こども園は、国、地方公共団体、学校法人及び社会福祉法人のみが設置することができる。
（設備及び運営の基準）
第13条 都道府県（地方自治法第252条の19第１項の指定都市又は同法第252条の22第１項の中核市（以下「指定都市等」という。）の区域内に所在する幼
保連携型認定こども園（都道府県が設置するものを除く。）については、当該指定都市等。次項及び第25条において同じ。）は、幼保連携型認定こども園
の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、子どもの身体的、精神的及び社会的な発達のために必
要な教育及び保育の水準を確保するものでなければならない。

（設置等の認可）
第17条 国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おう
とするときは、都道府県知事（指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の⻑。次項、第３項、第６項及び第
７項並びに次条第１項において同じ。）の認可を受けなければならない。

２ （略）
３ 都道府県知事は、第１項の認可をしようとするときは、あらかじめ、第25条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
４ 指定都市等の⻑は、第１項の認可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
（都道府県における合議制の機関）
第25条 第17条第３項、第21条第２項及び第22条第２項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に、条例で幼保連携型認
定こども園に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。

【分科会での意見聴取】法第17第３項
【県への協議】法第17条第４
項

【認可証交付】法第17条第
１項

【認可に基づく事業の実施】

分科会（3/19） 市（〜3 月中） 各施設（4/1〜）
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（別紙）
●主な基準と確認内容及び項目ごとの基準※適合の適否等（※市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例等）

条
項
等

基準（条文抜粋（一部省略等あり））

１ さとがおかキンダーガーデン ２ 松の実こども園

確認内容
適

否
確認内容

適

否

第
５
条

（学級の編制の基準）

・ 満３歳以上の園児については、教育課程に基

づく教育を行うため、学級を編制。

・3歳児➣1 学級

・4歳児➣1 学級

・5歳児➣1 学級

合計：3学級

適 ・3歳児➣2 学級

・4歳児➣2 学級

・5歳児➣2 学級

合計：6学級

適

・ １学級の園児数は、30人以下。 ・3歳児➣25 人

・4歳児➣25 人

・5歳児➣25 人

適 ・3歳児➣30 人

・4歳児➣30 人

・5歳児➣30 人

適

第
６
条

（園舎及び園庭）

・ 幼保連携型認定こども園には、園舎及び園庭

を備えなければならない。

・実地調査及び図面により確認 適 ・実地調査及び図面により確認 適

・ 園舎は、２階建て以下を原則。特別の事情が

あるときは、３階建て以上とすることができる。

・実地調査及び図面により平屋建ての建築

物であることを確認

適 ・実地調査及び図面により平屋建ての建築

物であることを確認

適

・ 園舎及び園庭は、同一の敷地内又は隣接する

位置に設けることを原則。

・実地調査及び図面等により、同一敷地内

であることを確認

適 ・実地調査及び図面等により、同一敷地内

であることを確認

適

・ 園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面

積以上。

(１) 次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応

じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

学級数 面積（㎡）

１学級 180

２学級以上 320+100×（学級数-2）

(２) 満３歳未満の園児数に応じ、次の規定によ

り算定した面積

(１)：420 ㎡

320+100×（3-2）

＝420 ㎡

(２)：108.9 ㎡

０・１歳児：

3.3×21 人

＝69.3 ㎡

２歳児：

1.98×20人

＝39.6 ㎡

Ａ：(１)+(２)

＝528.9 ㎡

Ｂ：園舎面積

＝837.57 ㎡

Ａ＜Ｂ

適 (１)：720 ㎡

320+100×（6-2）

＝720 ㎡

(２)：104.94 ㎡

・０・１歳児：

3.3×21 人

＝69.3 ㎡

・２歳児：

1.98×18人

＝35.64 ㎡

Ａ：(１)+(２)

＝824.94 ㎡

Ｂ：園舎面積

＝1,362.70 ㎡

Ａ＜Ｂ

適

・ 園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面

積以上。

(１) 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面

積

ア 次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応

じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

学級数 面積（㎡）

２学級以下 330+30×（学級数-１）

３学級以上 400+80×（学級数-３）

イ 3.3 ㎡に満３歳以上の園児数を乗じて得

た面積

(２) 3.3㎡に満２歳以上満３歳未満の園児数を乗

じて得た面積

(１)：400 ㎡

ア）400+80×

（3-3）＝400 ㎡

イ）3.3×75 人

＝247.5 ㎡

ア＞イから 400 ㎡

(２)：66㎡

3.3×20 人

＝66 ㎡

Ａ：(１)+(２)

＝466 ㎡

Ｂ：園庭面積

＝762.01 ㎡

Ａ＜Ｂ

適 (１)：640 ㎡

ア）400+80×

（6-3）＝640 ㎡

イ）3.3×180 人

＝594 ㎡

ア＞イから 640 ㎡

(２)：59.4 ㎡

3.3×18 人

＝59.4 ㎡

Ａ：(１)+(２)

＝699.4 ㎡

Ｂ：園庭面積

＝1430.92 ㎡

Ａ＜Ｂ

適

第

７

条

（設備の基準）

・ 園舎には、次に掲げる設備（乳児室又はほふ

く室については、満２歳未満の保育を必要とす

る子どもを入園させる場合に限る。）を備えなけ

ればならない。ただし、特別の事情があるとき

は、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、

それぞれ兼用することができる。

(１)職員室 ／(２)乳児室又はほふく室

(３)保育室 ／(４)遊戯室 ／(５)保健室

(６)調理室 ／(７)便所

(８)飲料水用設備、手洗用設備及び足洗

用設備

・図面及び実地調査により各設備を確認

■職員室

■乳児室又はほふく室

■保育室

■遊戯室

■保健室

■調理室

■便所

■飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設

備

適 ・図面及び実地調査により各設備を確認

■職員室

■乳児室又はほふく室

■保育室

■遊戯室

■保健室

■調理室

■便所

■飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設

備

適

第７条
６ 次の各号に掲げる設備の面積は、それぞれ当該
各号に定める面積以上とする。

(１) 乳児室又はほふく室 3.3 平方メートルに満
２歳未満の園児数を乗じて得た面積

(２) 保育室又は遊戯室 1.98 平方メートルに満
２歳以上の園児数を乗じて得た面積

（参考）条例附則第５項
当分の間、幼稚園を廃止し設置する幼保連携型認
定こども園における園庭の面積は、次に掲げる面
積を合算した面積以上とする。
・上記⑴ア＋⑵ 
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１ さとがおかキンダーガーデン ２ 松の実こども園

・ 園児に対する食事の提供について、幼保連携

型認定こども園内で調理する方法により行う園

児数が 20人に満たない場合においては、当該食

事の提供を行う幼保連携型認定こども園は、第

１項の規定にかかわらず、調理室を備えないこ

とができる。この場合において、当該幼保連携

型認定こども園においては、当該食事の提供に

ついて当該方法により行うために必要な調理設

備を備えなければならない。

・食事を提供する園児数は 20人以上とな

り、調理室が必要となるが、当該施設につ

いての整備及び必要な設備を確認

適 ・食事を提供する園児数は 20人以上とな

り、調理室が必要となるが、当該施設につ

いての整備及び必要な設備を確認

適

・ 飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備

と区別して備えなければならない。

・実地調査により確認 適 ・実地調査により確認 適

・ 次の各号に掲げる設備の面積は、それぞれ当

該各号に定める面積以上とする。

(１) 乳児室又はほふく室 3.3㎡に満２歳未満

の園児数を乗じて得た面積

(２) 保育室又は遊戯室 1.98 平方メートルに

満２歳以上の園児数を乗じて得た面積

【乳児室（0歳児室）】：31.64 ㎡①

3.3×9 人

＝29.7 ㎡＜①

【1歳児室（ほふく室）】：42.11 ㎡②

3.3×12 人

＝39.6 ㎡＜②

【2歳児室】：50.84 ㎡③

1.98×20 人

＝39.6 ㎡＜③

【3歳児室】：50.33 ㎡④

1.98×25 人

＝49.5 ㎡＜④

【4歳児室】：50.33 ㎡⑤

1.98×25 人

＝49.5 ㎡＜⑤

【5歳児室】：89.52 ㎡⑥

1.98×25 人

＝49.5 ㎡＜⑥

適 【乳児室（0歳児室）】：27.68 ㎡①

3.3×8 人

＝26.4 ㎡＜①

【1歳児室（ほふく室）】：44.64 ㎡②

3.3×13人

＝42.9 ㎡＜②

【2歳児室】：53.08 ㎡③

1.98×18 人

＝35.64 ㎡＜③

【３歳児室】：122.48 ㎡（２室合計） ③

1.98×60 人

＝118.8 ㎡＜③

【4歳児室】：122.48 ㎡（２室合計） ④

1.98×60 人

＝118.8 ㎡＜④

【5歳児室】：122.48 ㎡（２室合計） ⑤

1.98×60 人

＝118.8 ㎡＜⑤

適

・ 第１項に掲げる設備のほか、園舎には、規則

で定める設備を備えるよう努めなければならな

い。

（努力義務）

■放送聴取設備

■映写設備

■水遊び場

■園児洗浄用設備

■図書室（図書コーナー）

■会議室（兼応接室）

適 （努力義務）

■放送聴取設備

■映写設備

■水遊び場

■園児洗浄用設備

□図書室（図書コーナー）

■会議室（兼応接室）

適

第

８

条

（園具及び教具）

・ 幼保連携型認定こども園には、学級数及び園

児数に応じ、教育上及び保育上、保健衛生上並

びに安全上必要な種類及び数の園具及び教具を

備えなければならない。

・実地調査により確認・指示済

■ピアノ等の楽器、その他教具

■薬箱等の設置

■その他（ＡＥＤ）

適 ・実地調査により確認・指示済

■ピアノ等の楽器、その他教具

■薬箱等の設置

■その他（ＡＥＤ）

適

第
９
条

（職員の配置の基準）

・ 幼保連携型認定こども園には、学級ごとに担

当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭又は

保育教諭（次項において「保育教諭等」という。）

を１人以上置かなければならない。

・クラス編成表・職員名簿等により確認 適 ・クラス編成表・職員名簿等により確認 適

・ 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及

び保育（満３歳未満の園児については、その保

育。以下同じ。）に直接従事する職員の数は、別

表の左欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ

同表の右欄に定める員数を合算した数以上の数

とする。ただし、当該職員の数は、常時２人を

下回ってはならない。

（条例別表）

園児 員数（人）

満１歳未満 おおむね３人につき１人

満１歳以上

満３歳未満
おおむね 6人につき１人

満３歳以上

満４歳未満
おおむね20人につき１人

満４歳以上 おおむね30人につき１人

・利用定員における必要職員数

年齢 人数 必要職員数

0 9 3.0

1・2 32 5.3

3 25 1.2

4・5 50 1.6

合計 116 11.1

≒11

・職員名簿等により、交代要員等も含め 16

人の職員（有資格者）を確認

（時間毎の平日、土曜日のシフトもチェッ

クし基準を満たすことを確認済み）

適 ・利用定員における必要職員数

年齢 人数 必要職員数

0 8 2.6

1・2 31 5.1

3 60 3.0

4・5 120 4.0

合計 219 14.7

≒15

・職員名簿等により、交代要員等も含め、

20人の職員（有資格者）を確認

（時間毎の平日、土曜日のシフトもチェ

ックし基準を満たすことを確認済み）

適

市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に
関する基準を定める条例施行規則
第２条 条例第７条第７項の規則で定める設
備は、次に掲げるものとする。

(１)放送聴取設備 ／(２)映写設備 ／(３)水
遊び場
(４)園児洗浄用設備 ／(５)図書室 ／(６)会
議室
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第
１
１
条

（子育て支援事業の内容）

・ 幼保連携型認定こども園における保護者に対

する子育ての支援は、保護者が子育てについて

の第一義的責任を有するという基本認識の下

に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に

支援することを旨として、教育及び保育に関す

る専門性を十分に活用し、子育て支援事業のう

ち、その所在する地域における教育及び保育に

対する需要に照らし当該地域において実施する

ことが必要と認められるものを、保護者の要請

に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものと

する。その際、地域の人材及び社会資源の活用

を図るよう努めるものとする。

・左表の５つの取組のうち、①を実施する

予定であることを確認

（参考）

・その他、子ども・子育て支援法第 59条

各号に掲げる地域子ども・子育て支援事業

として、延⻑保育事業及び⼀時預かり（幼

稚園型）事業を実施予定

適 ・左表の５つの取組のうち、①を実施する

予定であることを確認

（参考）

・その他、子ども・子育て支援法第 59条

各号に掲げる地域子ども・子育て支援事業

として、延⻑保育事業及び⼀時預かり（幼

稚園型）事業を実施予定

適

１ さとがおかキンダーガーデン ２ 松の実こども園

・ 幼保連携型認定こども園には、調理員を置か

なければならない。ただし、第 15条において準用

する最低基準条例第 25条の規定により、調理業務

の全部を委託する幼保連携型認定こども園にあっ

ては、調理員を置かないことができる。

・自園調理

・調理業務は直営。

適 ・自園調理

・調理業務は直営。

適

・ 幼保連携型認定こども園には、規則で定める

職員を置くよう努めなければならない。

（努力規定）

■副園⻑⼜は教頭

☐主幹養護教諭・養護教諭・養護助教諭

■事務職員

適 （努力規定）

■副園⻑⼜は教頭

☐主幹養護教諭・養護教諭・養護助教諭

■事務職員

適

第

１

0

条

（教育及び保育を行う期間及び時間）

・ 幼保連携型認定こども園における教育及び保

育を行う期間及び時間は、次に掲げる要件を満

たすものでなければならない。

(１) 毎学年の教育週数は、特別の事情がある場

合を除き、39週を下回ってはならないこと。

(２) 教育に係る標準的な１日当たりの時間（次

号において「教育時間」という。）は、４時

間とし、園児の心身の発達の程度、季節等

に適切に配慮すること。

(３) 保育を必要とする子どもに該当する園児

に対する教育及び保育の時間（満３歳以上

の保育を必要とする子どもに該当する園児

については、教育時間を含む。）は、１日に

つき８時間を原則とすること。

・運営規程、年間行事予定表などにより確

認

適 ・運営規程、年間行事予定表などにより確

認

適

認定こども園法施行規則第２条各号に掲げる
次の事業のうち、１つ以上を実施

① 地域の子ども及びその保護者が相互の交
流を行う場所を開設する等により、当該子
どもの養育に関する各般の問題につき、そ
の保護者からの相談に応じ、必要な情報の
提供及び助言その他必要な援助を行う事業

② 地域の家庭において、当該家庭の子ども
の養育に関する各般の問題につき、その保
護者からの相談に応じ、必要な情報の提供
及び助言その他必要な援助を行う事業

③ 保護者の疾病その他の理由により、家庭
において保育されることが一時的に困難と
なった地域の子どもにつき、認定こども園
又はその居宅において保護を行う事業

④ 地域の子どもの養育に関する援助を受け
ることを希望する保護者と当該援助を行う
ことを希望する⺠間の団体⼜は個⼈との連
絡及び調整を行う事業

⑤ 地域の子どもの養育に関する援助を行う
⺠間の団体⼜は個⼈に対する必要な情報の
提供及び助言を行う事業

規則第３条
条例第９条第５項の規則で定める職員は、次
に掲げるものとする。
(１) 副園⻑⼜は教頭
(２) 主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教
諭
(３) 事務職員


